
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

コーヒー沸器 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、加熱ヒーターがある台座部分が連結接続方式になっているコーヒー沸

器とミルク温め器の複合品である。 

加熱ヒーター部の表面及び容器の底部は凹凸形状になっており、加熱ヒーター部

には専用の容器以外は置くことができない構造である。 

 ミルク温め器部分は、水を沸騰させることができる熱容量を有している。 

 コーヒー沸器部分及びミルク温め器部分は、各々単独で使用でき、また、同時に

も使用できる。 

 

○構造、仕様、意匠 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、コーヒー沸器部３００Ｗ、 

ミルク温め器部４００Ｗ 

                   

○主な使用者、販売先 

一般家庭用 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電熱器具の「電気湯沸器」及び「電気コーヒー

沸器」の複合品（２品目扱い）として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、コーヒー沸器部分とミルク温め器部分が、各々単独で使用でき、また、

同時にも使用可能であることから、２品目扱いの複合品に該当する。 

ミルク温め器部は水を沸騰させることができる熱容量を有することから、「電気

湯沸器」として取り扱い、コーヒー沸器部分は「電気コーヒー沸器」として取り扱

うことが妥当と判断する。 

 

 


